








若い世代の参加促進を図る防犯ボランティア支援事業実施要領

１ 支援事業の目的

若い世代による防犯ボランティア団体の結成を支援し、効果的な活動の事例を示

すことにより、若い世代の自主防犯活動への参加促進と活動を通じた若年層の規範

意識及び防犯意識の向上を図り、自主防犯活動の一層の活性化と定着化を促進する

ことを目的とする。

２ 実施団体の指定

(1) 指定の手続

実施団体は、都道府県警察の推薦に基づき、警察庁が指定する。

(2) 団体の結成及び推薦

ア 参加者の募集

各都道府県警察は、自主防犯活動に関心があり、支援事業への参加を希望す

る次のいずれかに該当する者を募集する。

(ｱ) 管轄区域内の大学（短期大学を含む。以下「大学等」という。）に在籍す

る又は管轄区域内に居住する大学生等

(ｲ) 管轄区域内に勤務又は居住する16歳以上30歳未満の者

イ 団体の結成

各都道府県警察は、応募者に対する説明会等を開催し、１団体の結成を支援

する。

なお、結成に当たっては、次の事項を定めるものとする。

(ｱ) 団体の名称

(ｲ) 自主防犯活動に用いる資機材を保管することができる活動拠点

(ｳ) 主な活動地域

(ｴ) 団体の代表者及び副代表者

(ｵ) 予定している活動内容及び活動計画

ウ 既存の団体の活用

各都道府県警察は、管轄区域内に、複数の大学等に在籍する大学生等により

構成され、かつ、広範な地域を活動地域とする団体が既にある場合、当該団体

を中心にア(ｱ)及び(ｲ)に定める者を対象に新たな構成員を募集することにより、

当該団体を実施団体の候補とすることができる。

この場合において、イ(ｱ)から(ｵ)に定める事項が定められていないときは、

各都道府県警察は、当該団体に定めさせるものとする。

エ 団体の活動内容の決定

イにより結成された団体（ウによる場合を含む。）は、次の活動を参考とし

て、各都道府県警察と協議の上、活動内容を定めるものとする。
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(ｱ) 防犯パトロール、子どもの見守り活動

(ｲ) 全国地域安全運動、年末特別警戒等の各種防犯イベントへの参加

(ｳ) 他の防犯ボランティア団体等との合同活動

(ｴ) 若い世代の規範意識や防犯意識の高揚を目的とした広報啓発活動

(ｵ) 各種犯罪防止を目的とした広報啓発活動

(ｶ) その他地域安全活動に資すると認められる活動

オ 各都道府県警察による推薦

各都道府県警察は、別記様式１、２に所要の事項を記入の上、団体の名称や

活動計画等が記載された推薦書（別記様式３）を添えて、１団体を警察庁に推

薦する。

カ その他

募集に必要なポスター及びリーフレットは、警察庁において制作し、各都道

府県警察に配布する。

(3) 警察庁による実施団体の指定

警察庁は、(2)オにより各都道府県警察から推薦された団体が、支援事業の目的

に照らし適当であると認めた場合は、実施団体として指定する。

なお、実施団体は、都道府県ごとに各１団体を指定する。

３ 支援事業の実施

(1) 警察庁は、実施団体の代表者に対して、支援事業を行うに当たり必要な次の表

の中欄の物品について、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する

内閣府令（昭和36年総理府令第23号。以下「府令」という。）第３条第１号の規

定に基づき、それぞれ右欄に示す数量の上限まで無償貸付を行うものとする。

ただし、沖縄県については、防寒着に代え、長袖ポロシャツを無償貸付する。

種別 物品の名称 個数等の上限

防犯パトロール用品 ・帽子 50個

・ジャンパー 50着

・パトロールベスト 50着

・腕章 50個

・防寒着（沖縄県のみ長袖ポロシャツ） 50着

(2) 各都道府県警察は、実施団体に対し、

○ 地域安全情報の提供

○ 防犯講習等の実施

○ 合同パトロールの実施等を通じた防犯パトロールのノウハウの伝授

○ 他の防犯ボランティア団体等との合同活動の企画・実施

○ 全国地域安全運動、年末特別警戒及び各種防犯イベントへの参加呼びかけ



等の各種支援を実施する。

(3) 警察庁は、実施団体相互のネットワーク化と活動の活性化を促進するため、実

施団体の代表者等が一堂に会し、効果的な活動方法や課題等について検討するヤ

ングボランティアサミットを開催する。

４ 実施団体の責務等

(1) 実施団体の責務

ア 活動計画に沿った自主防犯活動の実施

実施団体は、支援事業の実施のために無償貸付される物品を活用し、２(2)エ

で定めた活動計画の内容に沿って自主防犯活動に取り組むものとする。ただし、

実施団体が、都道府県警察と協議の上、活動計画を変更した場合は、当該変更

した活動計画に沿って活動するものとする。

イ ヤングボランティアサミットへの参加

実施団体の代表者等は、平成23年１月に警察庁が実施することとしているヤ

ングボランティアサミットに出席し、効果的な活動方法や課題等について検討

するものとする。

ウ 支援事業の実施に伴い無償貸付される物品の管理

実施団体の代表者は、支援事業の実施に伴い無償貸付される物品について、

府令第６条の規定に基づく貸付条件に従い、適切に管理するものとする。

(2) 実施団体の指定の取消し

ア 都道府県警察による指定の取消しの意見具申

各都道府県警察は、実施団体が、支援事業の実施に関し都道府県警察の指導

に従わないなど、実施団体の活動が、支援事業の目的に照らして著しく不適当

と認めるに至ったときは、警察庁に対して、実施団体の指定の取消しを意見具

申するものとする。

イ 警察庁による指定の取消し

警察庁は、都道府県警察から、アの意見具申を受けた場合において、当該意

見具申に係る実施団体の活動が支援事業の目的に照らして著しく不適当であり、

所期の目的を達成することができないと認めるときは、実施団体の指定を取り

消すことができる。

ウ 無償貸付された物品の返納

実施団体の指定の取消しを受けた防犯ボランティア団体の代表者は、府令第

６条の規定に基づく貸付条件に従い、速やかに無償貸付を受けた物品を返納す

るものとする。

５ 支援事業の実施に当たっての留意事項

(1) 各都道府県警察は、重層的な防犯ネットワークの一翼を担う自主防犯活動の活

性化を図る観点から、管轄区域内の大学等、企業、関係機関等と緊密な連携を図



るものとする。

(2) 各都道府県警察は、幹部自らが、

○ 大学等に対しては、自主防犯活動の単位認定

○ 自治体、企業等に対しては、就職試験等における、自主防犯活動の適切な

評価

を働きかけるなど、大学生等の自主防犯活動への参加を促すための環境づくりを

積極的に促進するものとする。

(3) 自主防犯活動は、地域住民等がその自発的な意思に基づき自主的に取り組むも

のであることから、万が一、自主防犯活動中に受傷事故等に遭遇した場合であっ

ても、原則的には、公的な災害補償等が適用されることはなく、これは、実施団

体の構成員であっても同様である。

各都道府県警察は、実施団体の構成員が、自主防犯活動中に受傷事故等に遭遇

することがないよう、防犯活動に従事する際の留意事項について特に念入りな助

言を行うとともに、万が一、受傷事故等に遭遇した場合には金銭的な給付が受け

られるよう、自主防犯活動に取り組む防犯ボランティア全員がボランティア保険

に加入するよう努めるものとする。

(4) 各都道府県警察は若い世代による自主防犯活動の活性化とそのための支援が大

きな課題となっていることを踏まえ、実施団体以外の若い世代により結成された

防犯ボランティア団体に対しても、自治体と連携しつつ、積極的な支援に取り組

むものとする。




